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第１章 はじめに

１ 基本構想・基本計画策定の目的

市役所の本庁舎は、昭和３９年に建設してから５３年が経過し、老朽化

が進行するとともに、構造上の問題からバリアフリーにも十分に対応でき

ない状況となっています。

また、平成２４年度に実施した耐震診断においては、「震度６から７の地

震にあっては、倒壊または崩壊する可能性が高い建物」と診断され、耐震

性に問題のある建物でもあります。

さらに、市の庁舎は、本庁舎のほか、西棟、南庁舎、西庁舎、北別館等

に分散しており、市民の利便性や事務処理の効率性が低下する等の問題も

抱えています。

こうしたなか、本市では、平成２７年７月に新庁舎建設の方針を決定し、

庁内に副市長を委員長、関係課長を委員とした「西都市新庁舎建設検討委

員会」を設置し、新庁舎建設のための様々な事項を検討してきました。

また、広く市民の意見を聴取するため、市内に在住する満１８歳以上の男

女２千人を対象に「新庁舎建設に関する市民アンケート調査」を実施すると

ともに、新庁舎の建設にあたり、幅広い分野の意見を反映させることを目的

に、学識経験者をはじめ、市内関係団体の代表者及び一般公募者からなる

２６名の委員で構成される「西都市新庁舎建設検討市民懇話会」を設置し、

新庁舎建設に関する提言等もいただいたところです。

「西都市新庁舎建設基本構想・基本計画」は、これまでの新庁舎建設に係

る検討と市民意見の反映を踏まえながら本市の目指す庁舎像を明らかにし、

新庁舎建設の基本的な考え方を示すものであり、今後実施する「基本設計」

「実施設計」の指針となるものです。
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第２章 現庁舎の現状及び課題

１ 現庁舎の現状

現庁舎の現状については以下のとおりです。

各庁舎の概要《執務室として一部使用している施設を含む》 （平成 29年 3月現在）

庁舎名 構造 階数 床面積 建設年 経過年数

①本庁舎 鉄筋コンクリート造 4階 4,774.3㎡ 昭和 39年 53年

②西棟 鉄 骨 造 4階 1,060.9㎡ 平成 4年 24年
③選挙管理委員会

事務所

コンクリートブロ

ック造
1階 240.9㎡ 昭和 47年 44年

④南庁舎 鉄筋コンクリート造 2階 828.0㎡ 昭和 42年 49年

⑤西庁舎 鉄筋コンクリート造 4階 1,910.0㎡ 昭和 60年 31年

⑥北別館 木 造 2階 298.7㎡ 昭和 40年 51年

⑦西都市公民館 鉄筋コンクリート造 2階 1,062.7㎡ 昭和 47年 44年

⑧歴史民俗資料館 鉄筋コンクリート造 2階 636.0㎡ 平成 4年 24年
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①本庁舎 ②西棟

市民課・税務課・総務課・財政課 福祉事務所・健康管理課・総合政策課

建設課・農政課・議会事務局など 商工観光課・危機管理課・教育政策課など

③選挙管理委員会事務所 ④南庁舎

生活環境課・市民協働推進課

⑤西庁舎 ⑥北別館

上下水道課・地域医療対策室 商工観光課（観光ツーリズム係）・観光協会

農業委員会など
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⑦西都市公民館 ⑧歴史民俗資料館

社会教育課 社会教育課（文化財係）

２ 現庁舎の課題

（１）耐震性の不足と老朽化

昭和５６年の建築基準法の改正により、耐震設計に関する基準が大幅

に見直されました。

本構想・計画の対象となる庁舎のうち４施設は、改正以前に建設され

たもので、耐震性に不安があると考えられます。

なかでも本庁舎は平成２４年度の耐震診断において、構造耐震指標の値

（Is値）が一番低い部分で０.２２という結果が出ています。この数値は、
震度６から７の地震の場合、倒壊または崩壊の危険性が高いとされていま

す。

さらに、各庁舎は老朽化による外壁のひび割れのほか、建物内の配管や

設備の劣化が進んでいる状況です。

このため、冷暖房、給排水、照明等の設備の効率性が低下するとともに、

維持補修費が年々増加するといった問題を抱えています。

（２）庁舎分散による市民サービス機能の低下

地方分権の進展や多様化する市民ニーズへの対応により、行政機能が

拡大する中で、本庁舎の施設のみでは、すべての組織・機能を集約する

ことが困難であったため、複数の庁舎へ分散しているのが現状です。

このことにより、来庁者の用件によっては、複数の庁舎へ行かなけれ

ばならず、市民サービスの利便性が損なわれるとともに、職員の移動時間

がかかることによる効率性の低下も考えられます。
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庁舎の機能分散

（３）バリアフリー対応

本庁舎の建設当時は、障がい者や高齢者、乳幼児を連れた方等に配慮

する考え方が重要視されておらず、建物の一部はスキップフロア（高低差

のあるフロア）を採用したデザイン優先の建築物になっています。

その後、スロープの設置など部分的な改修を行いましたが、構造上の問

題もあり、一部を改善したに過ぎません。

また、行政事務の多様化や拡大により、本庁舎に西棟を増築しましたが、

エレベーターは、増築した西棟にしかなく、車いすを利用されている方に

対応したトイレについても同様の状況です。

さらに、敷地の一部に高低差が存在するなど、構造やスペースの問題も

重なり、バリアフリーへの対応は、根本的な解決が困難な状況になってい

ます。

①本庁舎 市民課・税務課・会計室・建設課・建築住宅課・農政課

農地林政課・総務課・財政課・議会事務局・監査事務局

②西棟 福祉事務所・健康管理課・商工観光課・危機管理課

総合政策課・教育政策課・スポーツ振興課

③選挙管理委員会

事務所

選挙管理委員会事務局

④南庁舎 生活環境課・市民協働推進課

⑤西庁舎 上下水道課・地域医療対策室・農業委員会事務局

農政課（農産振興係／農業活性化係）

⑥北別館 商工観光課（観光ツーリズム係）

⑦西都市公民館 社会教育課（社会教育係）

⑧歴史民俗資料館 社会教育課（文化財係）
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（４）防災拠点としての機能不足

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災や平成２８年４月１４

日・１６日に発生した熊本地震では、耐震性能の不足や老朽化が進んで

いた庁舎が被災・損傷し使用不能の状態になり、本来であれば速やかに

本庁舎に設置されるべき災害対策本部が設置できず、様々な災害対応に

支障をきたす事態を招きました。

本市におきましても、西都市地域防災計画において、本庁舎内に災害

対策本部を設置することとしています。

宮崎県全域が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されている現状

を踏まえると、Is値が０.２２の本庁舎においては、震度６強以上の大規
模な地震が発生した場合、防災拠点としての役割を果たすことができな

いおそれがあります。

※本庁舎が被災した場合は、耐震性を有するコミュニティセンターが災害対策本部とな

ります。

（５）窓口・執務室の狭あい化

行政の役割が多様化するにつれて、本庁舎建設当時と比べると市民サ

ービスや窓口の機能についての市民の考え方が大きく変化しています。

市民アンケート結果からもわかるように、窓口機能等で重視するもの

は、総合窓口をはじめとするワンフロア・ワンストップサービスの提供や、

相談者のプライバシーを保護するスペースの確保、ゆとりのある待合スペ

ースの設置などであり、現状では窓口も分散していることに加え、手狭で

あることから、このような市民の要望に十分に応えていない状況であると

考えられます。

また、職員の執務環境面においても、本庁舎には専用の会議室が一つし

かなく、書庫や倉庫、作業室等も明らかに不足しているため、執務室の狭

あい化が進み、事務効率の低下も招いています。
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（６）駐車場不足

① 本庁舎の来庁者駐車場は、敷地内に１２５台を確保していますが、

隣接しているコミュニティセンターの利用者の駐車場とも重なり、駐

車スペースが不足しています。

市民アンケートの結果においても、駐車場・駐輪場の不足が指摘さ

れています。

② 障がい者や高齢者の専用駐車場は複数箇所設けていますが、建物の

構造上の問題で、出入口に隣接していない場所や、敷地の一部に段差が

生じていることから、スロープはあるものの建物までの距離が長く、利

用者に配慮した整備がなされていない状況です。

③ 職員駐車場は、本庁舎、西棟、南庁舎、西庁舎、北別館に勤務する

職員が使用するため、通勤距離が短い職員には徒歩や自転車での通勤

を推進していますが、それでも充足していない状態です。
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第３章 新庁舎建設検討の経緯

１ 市役所庁舎耐震補強等検討委員会及び新庁舎建設検討委員会

（１）市役所庁舎耐震補強等検討委員会

老朽化が進む本庁舎の耐震補強及び改修工事の推進を図るため、平成

２６年１０月に副市長を委員長とし、関係課長を委員とした「西都市役所

庁舎耐震補強等検討委員会」を設置しました。

委員会では、最終的に「耐震補強をした場合」と「新庁舎を建設した場

合」との比較検討を実施することとなり、比較項目として、防災拠点とし

ての機能などの「安全性」、庁舎の広さやバリアフリー化などの「機能性」、

建設費やランニングコストなどを長期的に見た「経済性」の３項目におい

て比較を行い、いずれも「新庁舎を建設した場合」の方が優るという結論

に達し、議会への説明を経て、「新庁舎の建設」が決定しました。

（２）新庁舎建設検討委員会

新庁舎建設の決定を受け、新庁舎の建設に関し、必要な事項を調査検討

するため、平成２７年７月に、副市長を委員長とし、関係課長を委員とし

た「西都市新庁舎建設検討委員会」を設置し、下部組織となる同作業部会

（市職員で組織）での協議も参考にしながら、新庁舎の規模や建設場所等

について協議検討を重ね、第５章及び第６章において記述している新庁舎

の想定規模及び建設場所について報告書を作成し、議会への説明を行いま

した。

２ 市民アンケート

新庁舎の建設検討を進めるにあたり、市民の意見を聴取し、新庁舎建設

の検討資料とすることを目的に、平成２８年１０月に「新庁舎建設に関す

る市民アンケート」を実施しました。

調査の概要と結果は次のとおりです。

（１）調査方法

①調査対象：西都市内に在住する満１８歳以上の男女２，０００人

②抽出方法：住民基本台帳により無作為抽出

③調査方法：郵送配布郵送回収

④回 収 数：５７２人（回収率 28.6％）
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（２）年間の来庁回数について

（３）来庁の際に、一番よく利用される交通手段について

（４）来庁のときの用件について

0.0 

50.0 

100.0 

１～５回 ６～１０回 ２０回以上 １１～２０回 行ったことがない

割合（％）

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 

その他

観光関係

商工関係

議会関係

教育関係

スポーツ関係

建設関係

会議参加

防災関係

公営住宅関係

農林業関係

自治会関係

子育て関係

年金関係

福祉関係

税金関係

国民健康保険関係

戸籍・住民票・印鑑証明等

割合（％）

自家用車

94%

自転車

3%

徒歩

1%

バス

1%
バイク

1%
タクシー

0%
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（５）来庁された際に感じた施設面や環境面での不満や不便さについて

（６）新庁舎における防災（安全・安心）機能について、特に重視するもの

（７）新庁舎における窓口等の利便性向上において、特に重視するもの

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 

その他

市民関係スペースが少ない

授乳室等乳幼児に対する設備が少ない

トイレの場所がわからない

待合スペースが狭い

窓口等プライバシー保護が足りない

バリアフリーになっていない

一つの窓口で用件が済まず不便

駐車場・駐輪場が少ない

庁舎が分散していて不便

行きたい部署がわかりにくい

割合（％）

免震構造・制震

構造の採用
32%

備蓄機能の強化

31%

緊急避難場所と

してのスペース

確保

20%

非常用電源施設

などの機能強化
16%

その他
1%

   

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 

その他

ゆとりあるロビーの設置

個別型相談スペースの設置

総合案内窓口の設置

窓口業務のＩＣＴ化

ワンフロアー化の実施

割合（％）
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（８）新庁舎におけるユニバーサルデザインの導入やバリアフリー化において、

特に重視するもの

（９）新庁舎における環境面、経済面等について、特に重視するもの

（１０）新庁舎建設についての自由意見について

自由意見では、約４割の回答者が記述し、そのうちの８７％の方が

新庁舎建設に賛成もしくは条件付賛成、６％の方が建設反対、７％の

方がどちらともいえないという回答をいただきました。

また、その他として現庁舎や市政、職員に対する意見などが寄せら

れました。

0.0 20.0 40.0 60.0 

その他

授乳室等の設置

トイレ内非常用ボタンの設置

多機能トイレの設置

車椅子利用者等のための機能充実

分かりやすい案内表示等の設置

割合（％）

0.0 10.0 20.0 30.0 

その他

市のシンボルとなるデザインの採用

雨水利用設備の設置

快適な内装設備の充実

自然換気・自然採光方式の導入

新エネルギー施設の採用

省エネ機器の導入

割合（％）
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３ 新庁舎建設検討市民懇話会

新庁舎の建設にあたり、幅広い分野の意見を反映することを目的に、平

成２８年９月に学識経験者をはじめ、市内関係団体の代表者及び一般公募者

からなる２６名の委員で構成される「西都市新庁舎建設検討市民懇話会」を

設置しました。

協議にあたっては、「防災の拠点となる庁舎」、「誰もが利用しやすい庁舎」、

「効率性・機能性を重視した庁舎」、「環境に配慮した庁舎」の４項目につい

て新庁舎の機能面を中心に、市民アンケートの結果も参考にしながら、市民

に対する新庁舎の果たすべき役割やあるべき姿について、幅広い視点から議

論していただき、「西都市新庁舎建設に関する提言書」を提出いただきまし

た。提言内容については、次のとおりです。

（１）「防災の拠点となる庁舎」

・地震による揺れを軽減する免震構造または制震構造を採用する。

・災害時の停電に備えた非常用電源施設などの機能を強化する。

・災害時、被災者への迅速な支援が行えるように資機材や食料の備蓄機能の

強化を行うとともに庁舎内もしくは同一敷地内に備蓄倉庫を確保する。

・災害時等に対応するため、消防、警察、医療機関、ボランティア関係機関

等との情報等の連絡システムを整備する。

・災害時における各避難所と災害対策本部との連絡体制を整備する。

・災害対策本部は、自衛隊等様々な機関が集結するため、十分対応できるス

ペースを確保する。

・災害時における市民等の一時的な緊急避難場所としてのスペースを確保す

る。

・１階部分のトイレは、災害時でも誰もが利用できる多目的トイレを多めに

設置する。

市民懇話会の様子
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（２）「誰もが利用しやすい庁舎」

・窓口業務対応がスムーズに行えるワンフロアー化を実施するとともに、１

箇所で窓口業務対応ができるワンストップ窓口も設置する。

・総合案内窓口を設置する。（外国人対応も考慮すること。）

・高齢者、外国人、障がい者等、来庁者の誰もが分かりやすい案内表示をす

る。（庁舎の見取図や各課の業務内容の表示などについても考慮すること。）

・庁舎設備の細部にわたりバリアフリーを採用する。

・車椅子等の利用者の利便性に支障がないような各種機能（スライドドアや

車椅子対応エレベーターの採用など）を充実する。

・駐車場、駐輪場については、十分な台数スペースを確保する。

・雨対策のため、屋根付き駐車場を設置する。

・各フロアーに多目的トイレを設置する。

・個人のプライバシーに配慮した個室型の相談スペースを設ける。

・子どもを連れた来庁者のためのキッズスペースや授乳室等を設ける。

・市民が気軽に使える売店の設置や庁舎内で市民が自由に利用できるコピー

機を設置する。（コンビニエンスストアの庁舎内誘致も検討すること。）

・市民のふれあいのための市民スペースを設ける。

・庁舎内で誰もが無料で利用できるＷｉ-Ｆｉサービスを行う。
・銀行ＡＴＭ等の庁舎内への誘致に努める。

（３）「効率性・機能性を重視した庁舎」

・現在分散している各庁舎をできる限りまとめ、１つの庁舎とする。

・庁舎の規模については、将来を見越し、充分対応できる適正なスペースを

確保する。

・維持管理や修繕、改善がしやすく、建物全体の長寿命化が図れる方法を検

討する。

・証明書の自動発行など窓口業務のＩＣＴ化（※１）を推進する。

・上記のＩＣＴ化の推進にともなう市民への十分な啓発を実施する。

・ＬＥＤ照明などの省エネタイプの器具を採用する。

・庁舎内の人の移動経路（動線）については、来庁者と職員の動線をできる

限り区別する。

・市民だけでなく、庁舎で働く職員も効率よく働ける十分なスペースを確保

する。
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（４）「環境に配慮した庁舎」

・太陽光発電設備などの新エネルギー施設を採用する。

・環境への負荷をできる限り低減するための自然換気方式（※２）、自然採光

方式（※３）を導入する。

・トイレの洗浄や植栽への散水などに雨水を利用する設備を設置する。

・木のぬくもり等を利用した快適な内装設備を充実する。

・西都市のシンボルとなるようなデザイン（シンボルカラーなど）を採用す

る。

※１ ICTとはコンピューターやインターネット等による情報通信を利用した業務処理の効
率・迅速化や手続きの簡素化などの取り組みのことで、様々な分野での利用が進めら

れています。

※２ 自然換気方式とは、室内外の温度差・風圧などによって室内の空気が自然に入れ替わる

方式。

※３ 自然採光方式とは、室内の環境を調整するため、外部から自然光を取り入れる方式。

提出された提言書

市長へ提言書の提出
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第４章 新庁舎建設の基本理念と基本方針

１ 新庁舎建設の基本理念

市庁舎は、市民の共有財産であり、誰もが利用しやすく、親しみやすい

安全安心なまちづくりの拠点となる施設です。

新庁舎においては、市民の利便性、効率性・機能性、防災対策、環境に優

しい機能を重視した庁舎を建設いたします。

２ 新庁舎建設の基本方針

基本理念に基づき、次のとおり基本方針を定めます。

なお、「新庁舎建設に関する市民アンケート報告書」及び新庁舎建設検討

市民懇話会の「西都市新庁舎建設に関する提言書」を十分考慮するものとし

ます。

（１）「防災の拠点となる庁舎」

・庁舎の安全性（免震・制震構造の採用等）の確保

・災害時等の庁舎ライフライン等の確保

・防災関係施設等の充実

（２）「誰もが利用しやすい庁舎」

・窓口業務のワンフロアー化などの市民対応環境の充実

・市民スペースの確保

・わかりやすい案内表示の採用

・ユニバーサルデザインの採用

・十分な駐車スペースの確保

（３）「効率性・機能性を重視した庁舎」

・分散している庁舎の可能な限りの統合化

・維持管理等も考慮した構造等の採用

・執務室の柔軟性、効率性の確保

・窓口業務等のＩＣＴ化の推進

（４）「環境に配慮した庁舎」

・再生可能エネルギーの活用

・省エネルギー対策の実施

・快適な内装の一助となる木材の活用

・市のシンボルと成り得るデザインの採用
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区　　分 役　　職 人　　数 換算係数 換算人数 面　　積
三役・特別職 3人 20 60人
課長級 23人 5 115人
補佐・係長級 118人 2 236人
一般・臨時職員 204人 1 204人

計 348人 615人
面積計 2,767.5㎡

(２)倉庫 (１)の面積 2,767.5㎡ 指数 0.13 359.8㎡
(３)会議室等 職員数 348人 標準面積 7㎡/人 2,436.0㎡
(４)玄関等 (１)＋(２)＋(３) 5,563.3㎡ 指数 0.4 2,225.3㎡
(５)議事堂 議員数 18人 標準面積 35㎡/人 630.0㎡

400.0㎡
250.0㎡
50.0㎡

200.0㎡
250.0㎡

9,568.6㎡

換算人数　×　4.5㎡/人

業務支援スペース（印刷室・サーバー室・書庫等）
市民スペース（窓口・待合フロアー・多目的トイレ等）
市政情報スペース（行政情報センター・展示コーナー等）
防災対策スペース（防災対策室等）
福利厚生スペース（ロッカールーム・休憩室等）

面　　　　積　　　　総　　　　計

(１)事務室

(6)固有業務

第５章 新庁舎の規模及び構造

１ 新庁舎の規模

（１）規模算定の前提条件

①新庁舎に配置する部署及び職員数

新庁舎に配置を予定している課等は次のとおりとし、新庁舎に勤務す

る職員数（三役・特別職及び臨時職員等を含む）は３４８人（平成２９

年４月１日現在）で算出します。

総務課・財政課・総合政策課・危機管理課・市民協働推進課・税務課

商工観光課・スポーツ振興課・建設課・建築住宅課・農政課（農業活

性化係は除く）・農地林政課・生活環境課・市民課（支所関係部署は除

く）・健康管理課・地域医療対策室・会計室・福祉事務所（市立保育所

は除く）・教育政策課（学校給食係は除く）・社会教育課（文化財係・

図書館係は除く）・議会事務局・監査事務局・選挙管理委員会事務局・

公平委員会事務局・農業委員会事務局

②議員数 平成２９年４月１日現在の議員数１８人で算定します。

（２）規模の算定

①総務省の地方債庁舎標準面積算定基準に基づく算定

※会議室等とは、会議室、電話交換室、トイレ、洗面所その他の諸室を指します。

※玄関等とは、玄関、広間、廊下、階段その他の通行部分を指します。



- 17 -

区　　分 役　　職 人　　数 換算係数 換算人数 面　　積

三役・特別職 3人 20 60人

課長級 23人 5 115人

補佐・係長級 118人 2 236人

一般・臨時職員 204人 1 204人

計 348人 615人

面積計 2,706.0㎡

(２)会議室 137.6㎡

(３)電話交換室 標準面積 68.0㎡ 68.0㎡

(４)倉庫 (１)の面積 2,706.0㎡ 指数 0.13 351.8㎡

(５)宿直室 13.3㎡

(６)庁務員室 11.7㎡

(７)給湯室 39.6㎡

(８)受付 6.5㎡

(９)便所及び
         洗面所

職員数 348人 指数 0.32㎡/人 111.4㎡

(１０)医務室 標準面積 85.0㎡ 0㎡

(１１)売店 職員数 348人 標準面積 0.085㎡/人 29.6㎡

(１２)食堂及び
          喫茶店

標準面積 161㎡ 0㎡

3,475.5㎡

400.0㎡

250.0㎡

50.0㎡

200.0㎡

250.0㎡

議員数 18人 標準面積 35㎡/人 630.0㎡

(１５)機械室 標準面積 831.0㎡ 831.0㎡

(１６)電気室 標準面積 131.0㎡ 131.0㎡

(１７)自家発電室 標準面積 29.0㎡ 29.0㎡

(１８)交通部分 (１)～(１７)の計 6,246.5㎡ 指数 0.35 2,186.3㎡

8,432.8㎡

換算人数　×　4.0㎡/人×1.1

100人当たり40㎡、10人増すごとに4.0㎡/人×1.1
換算職員数400～600人の場合

１人10㎡、１人増すごとに3.3㎡（2人を想定）

１人10㎡、１人増すごとに1.65㎡（2人を想定）

9.9㎡*4階（4階を想定）

最少値6.5㎡

設置なし

設置なし

小　　　　　　　計

業務支援スペース（印刷室・サーバー室・書庫等）

市民スペース（窓口・待合フロアー・多目的トイレ等）

市政情報スペース（行政情報センター ・掲示コーナー等）

防災対策スペース（防災対策室等）

福利厚生スペース（ロッカールーム・休憩室等）

※本基準では議事堂の項目がないため、総務省旧起債基準で
   算定。

(１)～(１４)までの面積が5,000
～10,000の場合

同上

同上

面　　　　積　　　　総　　　　計

(１)事務室

(１３)固有業務

(１４)議事堂
(議場・委員会室
 ・議員控室等)

※議事堂とは、議場、委員会室、議員控室を指します。

※固有業務として、この算定基準には入っていない業務支援スペース・市民スペース・

市政情報スペース・防災対策スペース・福利厚生スペースを算入しています。

※この算定基準は、平成 23年 1月 25日付け総務省自治財政局地方債課事務連絡をも
って廃止されていますが、現在も各自治体で庁舎の延床面積を算出するための指標と

して用いられています。

②国土交通省の新営一般庁舎面積算定基準に基づく算定
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区　　分 役　　職 人　　数 換算係数 換算人数 面　　積

三役・特別職 3人 20 60人

課長級 23人 5 115人

補佐・係長級 118人 2 236人

一般・臨時職員 204人 1 204人

計 348人 615人

面積計 2,706.0㎡

(２)会議室 137.6㎡

(３)電話交換室 標準面積 68.0㎡ 68.0㎡

(４)倉庫 (１)の面積 2,706.0㎡ 指数 0.13 351.8㎡

(５)宿直室 13.3㎡

(６)庁務員室 11.7㎡

(７)給湯室 39.6㎡

(８)受付 6.5㎡

(９)便所及び
         洗面所

職員数 348人 指数 0.32㎡/人 111.4㎡

(１０)医務室 標準面積 85.0㎡ 0㎡

(１１)売店 職員数 348人 標準面積 0.085㎡/人 29.6㎡

(１２)食堂及び
          喫茶店

標準面積 161㎡ 0㎡

3,475.5㎡

400.0㎡

250.0㎡

50.0㎡

200.0㎡

250.0㎡

議員数 18人 標準面積 35㎡/人 630.0㎡

(１５)機械室 標準面積 831.0㎡

(１６)電気室 標準面積 131.0㎡

(１７)自家発電室 標準面積 29.0㎡

(１８)交通部分 (１)～(１７)の計 5,255.5㎡ 指数 0.35 1,839.4㎡

7,094.9㎡

換算人数　×　4.0㎡/人×1.1

100人当たり40㎡、10人増すごとに4.0㎡/人×1.1
換算職員数400～600人の場合

１人10㎡、１人増すごとに3.3㎡（2人を想定）

１人10㎡、１人増すごとに1.65㎡（2人を想定）

9.9㎡*4階（4階を想定）

最少値6.5㎡

設置なし

設置なし

小　　　　　　　計

業務支援スペース（印刷室・サーバー室・書庫等）

市民スペース（窓口・待合フロアー・多目的トイレ等）

市政情報スペース（行政情報センター ・掲示コーナー等）

防災対策スペース（防災対策室等）

福利厚生スペース（ロッカールーム・休憩室等）

※本基準では議事堂の項目がないため、総務省旧起債基準で
   算定。

(１)～(１４)までの面積が5,000
～10,000の場合

同上

同上

面　　　　積　　　　総　　　　計

(１)事務室

(１３)固有業務

(１４)議事堂
(議場・委員会室
 ・議員控室等)

③国土交通省の新営一般庁舎面積算定基準に基づく算定を利用した独自

算定

※庁舎面積を抑えるため、機械室・電気室・自家発電室は、屋外設置とし、新庁舎本体

の面積を縮減しています。これらは、業務遂行上必要となる事業課等の倉庫棟（建設

コストが安価）と併せた設置を想定しています。
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（３）庁舎規模のまとめ

本庁舎と西棟の総面積は、5,835.2㎡であり、新庁舎には、本庁舎及び西
棟配置の部署のほか、南庁舎、北庁舎配置の部署や西庁舎の一部の部署を

集約することや本庁舎及び西棟には会議室（相談室含む）が非常に少ない

こと等を考慮すると、その分の面積を加算する必要があります。

上記①②の総務省や国土交通省基準による算定面積は、本庁舎と西棟の

総面積の約 1.5倍以上となることから上記③の機械室・電気室・自家発電室
を屋外に出す案により、その面積の抑制を図り、コストを下げることとし、

「想定面積を７，１００㎡程度」とします。

なお、具体的には、基本設計時に、様々な事項を精査し、決定します。

２ 新庁舎の構造

（１）耐震性能

国の南海トラフ巨大地震の被害想定において、本市では、最大震度

７の揺れが想定されています。建設する新庁舎は、市民の生命・財産

を守る「防災の拠点施設」であるため、巨大地震にも耐えうる構造で

なければなりません。

このため、新庁舎については、次の「官庁施設の総合耐震計画基準」

（平成１９年国土交通省）における構造体「Ⅰ類」を備えることとしま

す。

区分 内 容

Ⅰ類
大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目

標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られる。

Ⅱ類
大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目

標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られる。

Ⅲ類
大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の

低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保を図る。

区 分 延床面積（㎡）

①総務省の地方債庁舎標準面積算定基準に基づく算定 ９，５６８．６㎡

②国土交通省の新営一般庁舎面積算定基準に基づく算定 ８，４３２．８㎡

③国土交通省の新営一般庁舎面積算定基準に基づく算定を

利用した独自算定
７，０９４．９㎡
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（２）耐震・制震・免震構造の比較

新庁舎に構造体「Ⅰ類」の耐震性能を備えるためには、大地震動後

においても継続して建物が使用できるとともに十分な機能の確保が図

られる必要があります。

耐震構造 制震構造 免震構造

イメージ

特 徴

構造体を堅牢にする

ことで地震に耐える

技術。

制振ダンパーのエネ

ルギー吸収機能によ

り揺れを抑制する技

術。

建物と地盤との間を

絶縁することによ

り、地盤の揺れが建

物に伝わりにくいよ

うにする技術。

地震の際

の揺れ方

上階、下階とも小刻

みに激しく揺れる。

揺れの強さは上階ほ

ど大きい。

地震エネルギーを制

振ダンパーが吸収す

るため、揺れの強さ

は耐震よりも小さ

い。

建物が大きくゆっく

り揺れるので、揺れ

の強さは小さい。

メリット
維持管理が容易で費

用が掛からない。

地震による揺れが軽

減される。

地震による揺れが大

幅に軽減される。

デメリット

建物の壁などにひび

が入ったり、屋内の

家具が倒れたりする

ことがある。また、

大地震後の補修費が

多額となる可能性が

ある。

揺れが大きいと建物

の壁がひび割れた

り、屋内の家具が倒

れたりすることがあ

る。制振ダンパーの

設置費用が掛かる。

建物の基礎に免震層

を設けるため、費用

が掛かる。

コスト ◎ ○ △

防災拠点施

設としての

機能の確保

△ ○ ◎
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国の南海トラフ巨大地震の被害想定において、最大震度７の揺れが

想定される本市においては、「免震構造」の採用を基本とします。

（３）構造種別等

一般的に建物の構造種別としては、「鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）」、

「鉄骨造（Ｓ造）」、「木造（Ｗ造）」がありますが、本市の場合、近く

に航空自衛隊新田原基地があり、自衛隊機による騒音対策も考慮する

必要があるため、「鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）」を基本として進め

ていきます。

また、新庁舎建設用地には、新庁舎本体や来庁者用の駐車場のほか、

空調施設などの機械室や外部倉庫などの付帯施設も配置する必要があ

るため、新庁舎の階数は、本庁舎と同じ４階建てを基本とします。
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第６章 新庁舎の建設場所及び配置

１ 新庁舎の建設場所

（１）庁舎の位置

庁舎の位置の大きな変更は、市街地形成等に影響を及ぼすこととな

るため、他の自治体においても、市町村合併による庁舎移転や既存敷

地が狭く拡大もできないこと、また、既存敷地が大きな災害を被る場

所となっている等による移転等以外は、既存庁舎周辺への建て替えと

なる傾向が多いようです。

本市においては、既存敷地が大きな災害を被る場所ではないこと、

また、西棟及びコミュニティーセンターについては、新庁舎建設後も

継続して利用するため、その活用等も考慮すると、本庁舎周辺とする

ことが妥当と考えます。

（２）本庁舎等の使用

新庁舎建設については、市民の利便性と事業費の縮減のため、多大

な経費を必要とする仮設庁舎の建設は行わず、本庁舎等を使いながら

建設を進めることとします。

なお、本庁舎は耐震診断の結果、耐震性の低い建物であることから

本庁舎躯体に掛かっている重量を軽減するため、本庁舎内の古い文書

（紙）等の移設や廃棄作業等を行います。

（３）新庁舎建設場所のまとめ

新庁舎建設場所については、上記（１）（２）を考慮すると次の地図

に示す２案が考えられますが、「本庁舎北側案」については、新庁舎の

構想規模から計算した場合、敷地面積が狭いことより本庁舎の一部を解

体しながら工事を行うこととなり、仮設庁舎も必要となってくることか

ら「本庁舎南側案」を基本として進めていきます。
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・本庁舎北側案 本庁舎北側駐車場等

・本庁舎南側案 南庁舎＋南庁舎隣接駐車場＋選挙管理委員会

事務所＋隣接民有地＋平田公園

※本庁舎南側案の敷地について、大きく「敷地①」（南庁舎・同隣接駐車場）

「敷地②」（選挙管理委員会事務所・隣接民有地）「敷地③」（平田公園）と

区分した場合、それぞれの敷地に関する条件等は次のとおりとなります。

本庁舎北側案

本 庁 舎 南 側 案

敷地①

敷地②

敷地③
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・敷地②の民有地については、公共用地として取得することを前提としています。

・敷地①と敷地②間の市道は、廃道することを前提としています。

・平田公園は移転することを前提としています。

敷 地
敷地①

南庁舎・隣接駐車場

敷地②

選挙管理委員会事務所

隣接南側民有地

敷地③

平田公園

所 在 地 西都市聖陵町

２丁目１７番地

西都市聖陵町

２丁目２１～２５番地

西都市聖陵町

２丁目１５番地

敷 地 面 積 約 4,000㎡ 約 4,000㎡ 約 2,500㎡
都市計画区域 区域区分非設定

都市計画区域

区域区分非設定

都市計画区域

区域区分非設定

都市計画区域

用途地域等 近隣商業地域 第２種住居地域 第２種住居地域

建 ぺ い 率 ８０％ ６０％ ６０％

容 積 率 ３００％ ２００％ ２００％

日 影 規 制 ３時間・５時間 ３時間・５時間 ３時間・５時間

北 側 斜 線 無し 無し 無し

道 路 斜 線 適用距離 ２０ｍ

勾配 １．５

適用距離 ２０ｍ

勾配 １．２５

適用距離 ２０ｍ

勾配 １．２５

隣 地 斜 線 適用距離 ３１ｍ

勾配 ２．５

適用距離 ２０ｍ

勾配 １．２５

適用距離 ２０ｍ

勾配 １．２５

道 路 西面：県道

北･南･東面：市道

北･南･東･西面：市道 北･南･東･西面：市道

ライフラインの

整備等

上水道供用地域

公共下水道処理区域内

上水道供用地域

公共下水道処理区域内

上水道供用地域

公共下水道処理区域内

九州電力からの供給 九州電力からの供給 九州電力からの供給

プロパンガス プロパンガス プロパンガス
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＜別添＞
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第７章 事業計画

１ 事業費及び財源計画

（１）事業費

現在、建設コストは、東日本大震災の復興需要や２０２０年開催の東

京オリンピック関連施設の整備事業、さらに熊本地震復興事業による人

材不足のほか、消費税の税率１０％への引き上げも予想され、建設コス

トが今後下落することは考えにくい状況です。

ここでは、現在建設が進められている、または、計画している他自治

体の事例を参考に、工事費単価を求め、建設工事費を概算で算定してい

ます。

また、解体工事や外構工事等についても、類似事例をもとに費用を算

定しています。

※最近の建設事例の平均工事費単価は４５万円／㎡～５０万円／㎡となっ

ていることや近隣の妻中学校の地盤調査の結果を見てみると、支持層ま

で約３０ｍ前後の深さがあり、通常よりも杭工事などにもコストがかか

ると考えられること、また、消費税の増税による更なるコストの上昇な

どを考慮して、想定額を設定しています。

※報道にもあるように、太平洋海底にある南海トラフ沿いではマグニチュ

ード８～９級の巨大地震が想定されており、また、最近のゲリラ豪雨に

よる被害などを想定すると、災害発生時の拠点施設としての役割を果た

す機能はもちろんのこと、市民の皆様へのサービス向上に資するための

機能や設備は必要不可欠なものです。そのため、新庁舎の建設は、建築

資材はもちろんのこと、新庁舎に採用する機能についても今後５０年以

上使用していく施設であることからランニングコストの縮減等も考慮し

ながら、費用対効果を含め比較検討していく必要があります。

費 目 概算額 備 考

建設工事費 約３６億円 ＝約 7,100㎡×想定工事費単価 50万円／㎡

その他工事費 約９億円 解体工事費、外構工事費、平田公園の移設費等

その他経費 約５億円 設計費、地盤調査費、測量費、引越費、什器備品費等

計 約５０億円 税込金額
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（２）財源計画

庁舎建設に対する財源として、平成２９年度に創設された起債である

「市町村役場機能緊急保全事業（充当率９０％（交付税措置対象分７５％）

交付税措置率３０％）」の活用を想定しています。ただし、この起債は平

成３２年度までの措置であるということに留意しなければなりません。

また、この起債の充当残部分については基金の活用を基本とすること

が要件であることから基金を積み立てておく必要があります。

今後、基本設計～実施設計、建設工事という流れで進んでいき、庁舎

本体自体は平成３２年度の完成を目指していきますが、外構工事等はそ

の後となるため、平成３３年度以降の財源について研究しなければなり

ません。

また、それ以外の什器等についても起債や補助の対象になりませんの

で、計画的に基金を積み立てる等の方策を実施していきます。

※市町村役場機能緊急保全事業債〈起債の対象額が約４０億円とした時のイメージ〉

※事業費を概算で５０億円とした場合の財源内訳（概算）

・市町村役場機能緊急保全事業債 約３６億円

※５０億円全額が起債の対象額とならないため、約３６億としている。

・基金（公共施設整備等基金） 約１０億円

・一般単独事業債 約 ４億円

当
該
事
業
の
起
債
対
象
経
費
を
超
え
る
部
分
は
、
一
般
単

独
事
業
債
（
約
４
億
円
）・
基
金
約
６
億
円

一

般

財

源
（
基
金
約
４
億
円
）

（

基

金

活

用

が

基

本

）

市町村役場機能緊急保全事業債

充当率：９０％以内（約３６億円）

交付税措置対象分

７５％（約３０億円）
交
付
税
措
置
対
象
分
の

３
０
％
を
基
準
財
政
需

要
額
に
算
入
（
約
９
億

円
）

起 債 対 象 経 費
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２ 事業手法

公共施設の建設に係る事業手法は、民間の資金とノウハウを活用する

ＰＦＩ方式をはじめとした民間活力導入型の手法もあり、最も有効な事

業手法を選択する必要があります。

そこで、「ＰＦＩ方式」などの民間活力利用と従来の「設計・施工分離

発注方式」を比べてみると、「ＰＦＩ方式」には下記のような課題がある

ことや本市が財政面で有利な「市町村役場機能緊急保全事業債」の活用

を想定していること、市議会や新庁舎建設検討市民懇話会、職員の意見

も反映させながら庁舎建設を進めようとしていること等を考慮すると、

「ＰＦＩ方式」よりも「設計・施工分離発注方式（従来方式）」の方が適

していると考えられます。

※ＰＦＩ方式導入の課題等

・市民ニーズに応じた変更等への対応が困難

・ＰＦＩ法に基づき事業者の選定を行うため選定期間が長期化

・民間事業者の意向調査や要求水準、リスクの分担等の事前準備に

相当の期間を要する

・民間ノウハウの活用範囲が限定的なため、市庁舎建設に活用した

事例はほとんどみられない
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３ 事業スケジュール

新庁舎建設のスケジュールは次を基本とします。

◎基本設計における建設場所の決定をもって、地質調査の場所や時期等の詳細

な検討を行います。

◎災害からの復興需要や東京オリンピックの建設ラッシュ等の影響により建設

費が高騰しています。新庁舎の建設においては、資材単価や労務単価にも注

視していきます。

◎新庁舎への引越しの際は、来庁者の方々にご迷惑をかけることがないよう、

時期や方法等について検討します。

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 平成 34年度

基本構想

基本計画

基本設計

実施設計

新 庁 舎

建設工事

供用開始

外構工事

現 庁 舎

解体工事

西 棟 等

改修工事

建 設 費

高騰要因

東京オリンピック建設ラッシュ

消費税 10％引上げ

東京オリンピック


